高卒求人をご提出いただいた事業主の皆さまへ
令和8年６月
1 高卒求人は一般求人と異なり高等学校等に限定したインターネット上の公開となります。
2 指定校求人の場合はインターネット非公開となるため、当該求人票をコピーの上、各高等学
校進路指導部あて提供してください。（提供がない場合、生徒の学校推薦に至りません。）
3 高卒求人は受付期限を定めない場合、有効期限は翌年6月末までとなります。
4 原則、求人の提出後は求人の取消しをはじめ、採用枠、採用条件の変更はできません。

5 選考等の日程は、以下のとおり取り決めがあります。ご確認ください。
· 学校への求人連絡 ７月　1日以降
· 推薦（紹介）開始   ９月　５日以降（文書の到達）※推薦（紹介）は原則学校が行います
· 選考開始         ９月１６日以降

· 採用内定開始     ９月１６日以降

· 採用時期　　　　　　 卒業後
6 応募前職場見学は、生徒が職場・職務を正しく理解できる事を目的としています。各高等
学校から見学希望の申し出があれば、可能な範囲でご協力をお願いします。
7 見学時、生徒に対するお心遣いは無用ですので、念のため申し添えます。
8 公正な採用選考となるよう応募者の基本的な人権を尊重する対応が必要です。生徒の職
業選択の自由・就職の機会均等を叶える為、選考は応募者の適性と能力のみを基準とす
るようご配慮ください。特に面接選考での質問は上記の認識をもとに事前に準備し、採用に
関わるすべての職員と共有願います。　＊具体的な質問例は別途資料をご参照ください。
9 ハローワークでは「公正採用選考人権啓発推進員」の設置をお願いしています。
未設置事業所におかれては推進員の選任のご検討をお願いします。

10 選考日時を随時とする場合、応募書類の到着後、早期に選考の日時調整をお願いします。
11 面接日時の伝達は応募生徒を推薦した学校を経由し速やかに行ってください。
12 ２次面接・Web面接等を実施する場合はあらかじめ、求人票に内容の明示をお願いします。
（２次面接実施の場合は、出来る限り選考に係る日数が短期間になるようご配慮ください。
また、Web面接等の実施の場合は使用ツール等を早期に学校に伝えてください。）
13 選考結果の通知は、1週間を目途に応募生徒を推薦した学校を経由して文書で通知して
ください。また、不採用の場合、文書通知に併せ応募書類の返却をお願いします。
14 採用（内定）が決まれば、ハローワーク松江宛てに『新規高校卒者採用内定状況報告書』に
結果を記入しメール通知をお願いします。（上記報告書の提出を受けて求人の取り下げ処理を行
います。また応募状況の把握を行い、学校からの問い合わせの対応にも活用しています。ご協力を
お願いします）


＊ご不明点がありましたら、
お気軽にハローワーク松江へ
お問い合わせください。
〒690-0841　松江市向島町134-10　�松江地方合同庁舎２階


ハローワーク松江　事業所部門


TEL（0852）22-8609(内線31#) 


　  Mail matsue-anteisho@mhlw.go.jp








